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○
山
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則	

四
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九

○
山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
四
七
九

○
山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	
四
八
〇

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

山
梨
県
県
税
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
税
の
申
告
等
の
期
限
の
延
長
（
令
和
六
年
山

梨
県
告
示
第
十
二
号
）
に
お
い
て
別
に
告
示
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
日
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
地
域
に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
者
に
係
る
も
の
は
、
そ
の
期
限
が
令

和
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
一

月
三
十
一
日
と
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

都
道
府
県
名

地
域

石
川
県

七
尾
市

羽
咋
郡
志
賀
町

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
富
士
河
口
湖
富
士
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
富
士
山
八
五
四
五
番
一
地
先

か
ら

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
富
士
山
八
五
四
五
番
一
地
先

ま
で

旧

三
六
・
四
～

　
　
　
八
一
・
八

一
三
九
・
八

新

三
六
・
四
～

　
　
二
二
八
・
五

一
三
九
・
八

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
六
年
十
二
月
十
八
日
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四
七
六

に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
富
士
吉
田
市
富
士
見
五
丁
目
五
千
八
百
八
十
番
四

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
五
・
五
二
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
二
十
九
・
二
三
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

◉
　
県
政
功
績
者

山
梨
県
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
に
基
づ
く
令
和
六
年
度
県
政
功
績
者

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

　
功
績
分
野

　
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

　
　
住
　
　
　
所

特
別
功
績

故
　
齊
藤
　
寛

甲
州
市

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
ヶ

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
退
任

役
職
名

氏
名

住
所

退
任
年
月
日

監
事

小
俣
七
孝

都
留
市
小
形
山
五
百
六
十
三
番
地

二

令
和
六
年
七
月
十
日

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
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十
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年
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二
月
二
十
六
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四
七
七

教
育
委
員
会

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
立
図
書
館

副
館
長
　
　
小
　
　
林
　
　
久
　
　
美

一
　
随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
立
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
運
用
保
守
業
務
委
託

㈡
　
数
量
　
一
式

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

公
明
党
山
梨
県
本
部

斉

藤

博

明

令
和
六
年
十
二
月

九
日

令
和
六
年
十
二
月

九
日

旧

兵

道

顕

司

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

野
中
真
理
子
後
援
会

高
見
沢
興
重

安
居
院
春
美

北
杜
市
小
淵
沢
町
二
一
〇
五

令
和
六
年
十
一
月

二
十
日

令
和
六
年
十
一
月

二
十
一
日

福
友
会

内

藤

喜

昭

長

坂

栄

造

北
杜
市
武
川
町
宮
脇
二
一
三
六

－

一

令
和
六
年
十
一
月

十
九
日

令
和
六
年
十
一
月

二
十
二
日

照
隅
遍
照
会

小

林

　

剛

小

林

　

仁

南
都
留
郡
西
桂
町
小
沼
一
七
八
四

令
和
六
年
十
一
月

十
日

令
和
六
年
十
一
月

二
十
七
日

流
石
は
や
と
後
援
会

小

佐

野

快

小

林

俊

人

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
四
四
九

－

五

令
和
六
年
十
一
月

二
十
九
日

令
和
六
年
十
一
月

二
十
九
日

皆
川
い
わ
お
後
援
会
皆
和
会

笹

本

憲

男

笠

井

征

矣

甲
府
市
丸
の
内
三

－

六

－

二

令
和
六
年
十
一
月

二
十
六
日

令
和
六
年
十
二
月

二
日

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
立
図
書
館

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
北
口
二
丁
目
八
番
一

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
六
年
十
月
二
十
三
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

㈠
　
名
称
　
N
E
C
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
イ
ノ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
江
東
区
新
木
場
一
丁
目
十
八
番
七
号

五
　
契
約
金
額
　
九
千
二
百
七
十
八
万
五
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
本
業
務
は
、
山
梨
県
立
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
の
保
守
業

務
で
あ
る
た
め
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
構
造
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
仕
様
を
熟
知
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

N
E
C
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
イ
ノ
ベ
ー
タ
株
式
会
社
は
山
梨
県
立
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た

事
業
者
で
あ
り
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
保
守
業
務
に
つ
い
て
最
も
安
全
か
つ
確
実
に
業
務
を
遂
行
で
き

る
た
め
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
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四
七
八

第
十
三
条
　
削
除

第
十
四
条
中
「
し
、
昇
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
さ
ら
に
任
命
権
者
の
行
う
人
事
評
価
を
含
む
も
の

と
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
昇
任
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
」
を
削
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
　
削
除

第
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
前
条
第
三
号
に
係
る
昇
任
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
昇
任

（
以
下
「
任
用
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
四
章
の
章
名
中
「
任
用
候
補
者
名
簿
」
を
「
採
用
候
補
者
名
簿
」
に
、
「
任
用
の
」
を
「
採
用

の
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
昇
任
候
補
者
名
簿
」
を
削
り
、
「
競
争
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
昇
任
候
補
者
（
以
下
「
任
用
候
補
者
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
任
用
さ
れ

た
」
を
「
採
用
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
任
用
さ
れ
る
」
を
「
採
用
さ
れ
る
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
任
用
」
を
「
採
用
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
競
争
試
験
」
を
「
採

用
試
験
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」

に
、
「
申
し
出
」
を
「
申
出
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」
に
、
「
申
し
出
」
を
「
申
出
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
と
き
」
を
「
と
き
に
」
に
、
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」
に
改

め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
任
命
し
よ
う
」
を
「
採
用
し
よ
う
」
に
、
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」
に
改
め
、
「
又
は
昇
任
さ
せ
る
べ

き
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」
に
、
「
任
命
す
る
」
を
「
採
用
す
る
」
に
改

め
る
。

別
表
第
三
中
注
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

採
用
試
験
の
程
度

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
該
当
）
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
島
　
　
琢
　
　
雄

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
採
用
及
び
昇
任
」
を
「
採
用
」
に
、
「
任
用
候
補
者
名
簿
」
を
「
採
用
候
補
者
名
簿
」

に
、
「
任
用
の
」
を
「
採
用
の
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
、
第
十
七
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第

二
十
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
任
用
の
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
人
事
評
価
そ
の
他
の
能
力

の
実
証
に
基
づ
い
て
、
任
命
権
者
が
」
を
「
任
命
権
者
が
法
第
二
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
章
の
章
名
中
「
及
び
昇
任
」
を
削
る
。

第
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
試
験
の
種
類
及
び
区
分
）
」
を
付

す
。第

四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
　
削
除

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
十
条
中
「
競
争
試
験
」
を

「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
競
争
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る

試
験
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
採
用
試
験
の
第
二
次
試
験
及
び
第
三
次
試

験
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
同
項
第
一
号
の
試
験
の
実
施
に
係
る
報
告
に

あ
つ
て
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
同
項
第
二
号
の
試
験
の
実
施
に
係
る
報
告
に
あ
つ
て
は
第
九
号

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号

か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
章
の
章
名
中
「
及
び
昇
任
」
を
削
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

試
験
の
区
分

知
識
及
び
技
術
の
程
度

職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）

大
学
卒
業
程
度

職
員
採
用
試
験
（
短
大
卒
業
程
度
）

短
期
大
学
卒
業
程
度

職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）

高
等
学
校
卒
業
程
度

資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験

短
期
大
学
卒
業
程
度

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験

大
学
卒
業
程
度

警
察
官
採
用
試
験
A

大
学
卒
業
程
度

警
察
官
採
用
試
験
B

高
等
学
校
卒
業
程
度

小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用
試
験

短
期
大
学
卒
業
程
度

小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度

任
期
付
職
員
採
用
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度

そ
の
他
人
事
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
試
験

別
に
定
め
る



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
二
十
九
号
　
　
令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

四
七
九

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昇
任
候
補
者
名
簿
の
失
効
）

2
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
昇
任
候
補
者
名
簿
で
あ
っ
て
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
と
同
時
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

山
梨
県
人
事
委
員
会
議
事
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
島
　
　
琢
　
　
雄

山
梨
県
人
事
委
員
会
議
事
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
人
事
委
員
会
議
事
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
定
例
会
」
の
下
に
「
及
び
臨
時
会
」
を
加
え
、
同
条
中
「
人
事
委
員
会
庁
舎

内
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
臨
時
会
は
、
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
又
は
委
員
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
委
員
長
が
招
集
す

る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
会
議
の
開
催
場
所
等
）

第
三
条
　
会
議
は
、
人
事
委
員
会
庁
舎
内
に
お
い
て
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
委
員
は
、
前
項
の
開
催
場
所
に
参
集
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
承
認

を
得
た
上
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が

ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
つ
て
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
島
　
　
琢
　
　
雄

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
五
（
第
十
二
条
関
係
）

選
考
に
よ
り
採
用
す
る
職
（
一
）

一
　
行
政
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表
の
職
務
の
級
三
級
以
上
の
職

二
　
医
療
職
給
料
表
（
二
）
級
別
基
準
職
務
表
の
職
務
の
級
三
級
以
上
の
職

三
　
医
療
職
給
料
表
（
三
）
級
別
基
準
職
務
表
の
職
務
の
級
四
級
以
上
の
職

四
　
研
究
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表
の
職
務
の
級
二
級
以
上
の
職

五
　
福
祉
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表
の
職
務
の
級
二
級
以
上
の
職

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
六
十
二
条
に
定
め
る
巡
査
部
長
以
上
の
職

別
表
第
六
及
び
別
表
第
七
中
「
任
用
す
る
」
を
「
採
用
す
る
」
に
改
め
る
。

試
験
の
区
分

知
識
及
び
技
術
の
程
度

職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）

大
学
卒
業
程
度

職
員
採
用
試
験
（
短
大
卒
業
程
度
）

短
期
大
学
卒
業
程
度

職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）

高
等
学
校
卒
業
程
度

資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験

短
期
大
学
卒
業
程
度

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験

大
学
卒
業
程
度

警
察
官
採
用
試
験
A

大
学
卒
業
程
度

警
察
官
採
用
試
験
B

高
等
学
校
卒
業
程
度

小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用
試
験

短
期
大
学
卒
業
程
度

小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度

任
期
付
職
員
採
用
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度

そ
の
他
人
事
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
試
験

別
に
定
め
る
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六
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八
〇

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
四
号
中
「
任
用
候
補
者
名
簿
」
を
「
採
用
候
補
者
名
簿
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
島
　
　
琢
　
　
雄

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
専
決
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
任
用
候
補
者
名
簿
」
を
「
採
用
候
補
者
名
簿
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号

中
「
任
用
辞
退
」
を
「
採
用
辞
退
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
任
用
候
補
者
」
を
「
採
用
候
補
者
」

に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
任
用
候
補
者
名
簿
」
を
「
採
用
候
補
者
名
簿
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十

三
号
を
削
り
、
第
十
三
号
の
二
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
三
号
の
三
を
第
十
三
号
の
二
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


